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１．背景

（１）目的

農業の現場においては、担い手の減少・高齢化の進行等により労働力不足が

深刻な問題となる中で、農作業は依然として人手に頼っている作業や熟練者で

なければできない作業が多く、負担の軽減、省力化、人手の確保が課題となっ

ている。また、農作業の死亡事故発生率は他産業と比べ高く、農作業の安全性

の確保も課題となっている。このような中、農作業の負担を軽減するとともに、

限られた作期の中で１人当たりの作業可能面積を拡大し、しかも長時間にわた

り安全で、かつ、高い作業精度を維持することが可能となる自動走行農機など

の先端技術の導入・利用を促進することが不可欠であり、それら技術に対応し

た基盤整備を推進することが重要である。

このため、自動走行農機等を導入する際に押さえておくべき基盤整備の留意

点等を取りまとめた「自動走行農機等に対応した農地整備の手引き（以下「本

手引き」という。）」を作成するものである。

［資料１－１ 自動操舵装置出荷台数、販売農家戸数の推移］ 

（２）自動走行農機等に対応した農地整備の政策的位置づけ

ア）「未来投資戦略 2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）において、遠隔監視に

よる農業機械の無人走行システムの 2020 年までの実現、自動走行農機等の導

入・利用に対応した土地改良事業の推進、農業用水利用の効率化に向けた ＩＣＴ

技術の活用が位置づけられている。 

［資料１－２ 未来投資戦略 2018 及び成長戦略フォローアップの概要］ 

［資料１－３ 革新的事業活動に関する実行計画］ 

イ）「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「スマートバイオ産業・農業

基盤技術」研究開発計画」（2018 年 12 月 13 日）で、中山間地域（中略）への展

開も見据えて、多様な品目、地形等に適用できる自動作業機械等を開発すると

位置づけられている。 

［資料１－４ ＳＩＰ「スマートバイオ産業・農業基盤技術」研究開発計画］ 

ウ）「未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林水

産業）（第 12 回）」（2019 年２月５日）において、2019 年度に自動走行農機等の

導入・利用に対応した農地整備の手引きを作成するとされている。 

［資料１－５ 環境整備：スマート農業に対応した農業農村整備］ 

エ）「農業新技術の現場実装推進プログラム」（2019 年６月７日、農林水産業・地

域の活力創造本部で決定）の中で、比較的条件の良い水田地域における水田作
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の平場・規模拡大及び水田作の中山間・規模拡大等の将来像が示されており、

農業現場への新技術の実装を加速化し、農業経営の改善が実現されることが期

待されている。 

［資料１－６ 農業新技術の現場実装推進プログラム 農業経営の将来像(水田作)］ 

オ）「食料・農業・農村基本計画」（令和２年３月 31 日閣議決定）において、ス

マート農業の発展等農業を取り巻く情勢の変化を見据え、農業の成長産業化や

農業・農村の強靭化に向けた事業の計画的かつ効果的な実施に資するため、新

たな土地改良計画を令和２年度末までに策定することとしている。 

［資料１－７ 食料・農業・農村基本計画］ 

カ）「土地改良長期計画」（令和３年３月 23 日閣議決定）において、生産基盤の

強化による農業の成長産業化に向け、自動走行農機や ＩＣＴ水管理等の技術の活用

を可能とする農業生産基盤の整備を展開するとしている。 

［資料１－８ 土地改良長期計画］ 

キ）「みどりの食料システム戦略」（令和３年５月 12 日みどりの食料システム戦

略本部決定）において、イノベーション等による持続的生産体制の構築の一環

として、労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大が掲げられて

おり、傾斜地での作業をサポートする電動式・移動式作業台車・運搬車の開発

や農地の大区画化、ＩＣＴ水管理による労働生産性の向上といった取組を行うとさ

れている。また、化学農薬の低減に向け、除草の自動化を可能とする畦畔・ほ

場周縁の基盤整備を推進することとしている。 

［資料１－９ みどりの食料システム戦略］ 

◯資料１－１ 自動操舵装置出荷台数、販売農家戸数の推移
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◯資料１－２ 未来投資戦略 2018 及び成長戦略フォローアップの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 具体的施策 

Ⅰ．[４] 

 １．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現 

 （３）新たに講ずべき具体的施策 

③データと先端技術のフル活用による世界トップレベルの「スマート農業の実現」 

農業のあらゆる現場において、ＩＣＴ機器が幅広く導入され、栽培管理等が

センサーデータとビッグデータ解析により最適化され、熟練者の作業ノウハウ

が AI により形式知化され、実作業がロボット技術等で無人化・省力化される。

こうした現場をデータ共有によるバリューチェーン全体の最適化によって底上

げする「スマート農業」を実現する。 
   

イ）先端技術の実装 

  ・  国、研究機関、民間企業、農業者の活力を結集し、現場ニーズを踏まえなが

ら、バリューチェーン全体を視野に、オープンイノベーション、産学連携等を進め、

ＡＩ、ＩｏＴ、センシング技術、ロボット、ドローンなどの先端技術の研究開発から、

モデル農場における体系的な一気通貫の技術実証、速やかな現場への普及ま

でを総合的に推進する。 

・ 具体的には、以下のような取組を工程表を定めて推進する。 

   －自動走行農機等の導入・利用に対応した土地改良事業  

未来投資戦略 2018（抜粋） 

（平成 30 年６月 15 日閣議決定） 
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出典：「成長戦略フォローアップ（概要版）」（令和元年６月）（内閣官房） 

 

 

◯資料１－３ 革新的事業活動に関する実行計画(令和２年７月 17 日閣議決定) 
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◯資料１－４ ＳＩＰ「スマートバイオ産業・農業基盤技術」研究開発計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯資料１－５ 環境整備：スマート農業に対応した農業農村整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：未来投 資会議構造 改革徹底推 進会合 

「地域経済・インフラ」会合(農林水産業)(第 12 回)配布 資料（平成 31 年２月）（内 閣官房）  
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◯資料１－６ 農業新技術の現場実装推進プログラム 農業経営の将来像（水田作）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯資料１－６ 食料・農業・農村政策審議会 令和元年度第１回農業農村振興整備部会  

 

 

 

 

◯資料１－７ 食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31 日閣議決定）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＮ部会の草刈り機、情報化施工のスマート農業対応の言及

箇所掲載  
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○資料１－７ 食料・農業・農村基本計画 
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◯資料１－８ 土地改良長期計画 
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◯資料１－９ みどりの食料システム戦略 
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